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2021年4月1日

兵庫労働局職業安定部需給調整事業課

労働者派遣事業と請負・業務委託の区分について



「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」

〇労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準を定める告示

兵庫労働局
労働者派遣事業



「偽装請負」または「違法派遣」とは

「労働者派遣」・「請負」の区分

「労働者派遣」の場合、労働者の保護を図るため、労働者派遣法において、

雇用主である派遣元だけでなく、派遣先にも一定の責任を課しています。

一方、 「請負」が適正に行われている場合は、発注者に対して請負労働者

に対する責任は課されません。

法的な責任を逃れるため、「請負」を装い、実質「労働者派遣」

を受けている状態を、「偽装請負」または「違法派遣」といいます。

重要なことは、「誰に雇用されて、どこでどのような業務に従事するのか。

誰の指示を受けて働くのか。誰に管理されるのか。」が明確であることです。

自己の雇用する労働者を他社の敷地内（就業場所を含む）で就業させる時、

あるいは逆に他者の雇用する労働者が自社の敷地内で就業する時は特に注意

が必要です。
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請負＝作業完成契約（労務提供契約ではない）

請負事業とは？

発注者請負業者

民法第６３２条（請負）
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果
に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

民法第６４３条（委任）
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委任し、相手方がこれを承
諾することによって、その効力を生ずる。

民法第６５６条（準委任）
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

需給調整事業課で指導する請負事業には、民法でいう請負のほかに、
委任（準委任）等のすべてを含みます。

POINT!
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発注者と請負労働者の間には指揮命令等の関係がない

適正な請負とは？

発注者請負業者

雇用契約
仕事の指示
労働者保護

請負労働者

請負契約
（作業・業務完成契約）

✕
請負者が独立して行う請負業務に
トラブルが発生したとしても
原則、発注者には責任がない状態

発注者は直接請負労働者へ
仕事の指示をしてはダメ！

適正な請負であれば、発注者が請負労働
者へ直接関与することはないため、労務
管理・安全衛生管理上、原則として請負
業者が責任を負うこととなります。

業務請負（業務委託を含む）においては、発注者と請負労働者の間に指揮命令関係は生じず、

①請負労働者の労働力を請負業者が自ら直接利用すること
②請負った業務を自己の業務として発注者から独立して処理すること

POINT!

が必要です。
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自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該
他人のために従事させること。（労働者派遣法第２条第１号）

労働者派遣とは？

働く場所
（派遣先）

派遣会社
（派遣元）

労務管理
安全衛生管理

派遣労働者

労働者派遣契約

派遣元には厚生労働
大臣の許可が必要。
元・先の責任、手続
を法律で明確化。

【労働者派遣法】は、派遣先(働く場所）から派遣元の労働者に仕事の指示を行えるよう定め
られた制度。
派遣労働者を保護するために、雇用主である派遣元、実際に働く派遣先双方に所定の手続、

労務管理を行うことを義務付けた法律。

POINT!

労働力の提供

合法的に
指揮命令が
可能

労務管理
安全衛生管理
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請負契約の中で、発注者が請負労働者に対して直接作業指示等を行った場合、いわゆる
「偽装請負」と判断される恐れがある。

偽装請負

発注者請負業者

雇用契約
仕事の指示
労働者保護

請負労働者

請負契約
（作業・業務完成契約）

「偽装請負」
違法な派遣状態

発注者は、結果のみを求めることができ、その過程である請負労働者に対して直接作業指
示等の指揮命令を行うことはできない。 請負契約の中で、発注者が請負労働者に対して直
接作業指示等を行った場合、いわゆる「偽装請負」＝「違法な派遣状態」（実態は派遣であ
るのに「請負」の形態に偽装している）と判断される恐れがある。

POINT!

派遣
請負労働者に

指揮命令をしている！
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労働者派遣事業は派遣元、派遣先とで法的な責任を分担
請負は原則請負業者が法的な責任を全て負担

労働者派遣事業と請負の違い

労働者派遣事業 請 負

許可 厚生労働大臣の許可が必要 許可は不要

業務内容の
制限

建設業務など、派遣禁止業務による制限 原則として制限なし

期間の制限 原則３年間の派遣の期間制限あり 期間制限なし

労働基準法上
の労務管理

派遣元と派遣先が分担して、
労務管理を行う

原則として請負業者が
労務管理を行う

安全衛生管理
派遣元と派遣先が分担して、

安全衛生管理を行う
原則として請負業者が
安全衛生管理を行う

労災保険
原則派遣元負担だが、派遣先に
国から求償権を行使する場合あり

原則として請負業者が負担

その他
労働者派遣法に基づく様々なルールを遵守する

（派遣契約の内容、各種通知の義務、台帳の整備、
派遣元（先）責任者の選任など）

特になし
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労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド２６ページ参照

労働者派遣と請負の区分（第３７号告示）

労働者派遣と請負の区分は、その実態により判断することと
なるが、判断が必ずしも容易でないことから、労働者派遣事
業と請負により行われる事業との区分を明らかにすることを
目的としている。

請負の形式による契約により行う業務に、自己の雇用する労
働者を従事させることを業として行う事業主であっても、区
分基準（ガイド３ページ～６ページ）のいずれにも該当する
場合を除き、事実上労働者派遣事業を行う事業主とする。

基準に該当しない場合は、偽装請負（違法派遣）である可能性が高い。

POINT!
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Ⅰ自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであるか？

労働者派遣と請負の区分基準

次の(1)から(3)までのいずれにも該当するこ
とが必要とされています。

(1)業務遂行方法の指示・管理を自ら行っているこ
と

(2)労働時間等の指示・管理を自ら行っていること

(3)秩序の維持、確保等のための指示・管理を自ら
行っていること

８



業務遂行方法の指示・管理を自ら行っていると判断されるためには、➀及び②のいずれ
にも該当することが必要となります。

(1)業務遂行方法の指示・管理を自ら行っていることの判断について
（ガイド３、４ページ）

➀労働者の業務の遂行方法に関する指示その他
の管理を自ら行うこと

労働者に対する仕事の割り付け、順序、緩急の調整等について、請負業者

が自ら行うものであると総合的に勘案して※判断されること。

②労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指
示その他の管理を自ら行うこと

労働者の業務の遂行に関する技術的な指導、勤惰点検、出来高査定等につ
き、請負業者自らが行うものと総合的に勘案して判断されること。

※「総合的に勘案して」とは
判断基準として示された事項のいずれかを事業主自らが行わない場合であっても、行わない
ことについて特段の合理的な理由が認められる場合は、直ちに当該要件に該当しないとは判
断しないという趣旨です。（以下同様）
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労働時間等の指示・管理を自ら行っていると判断されるためには、➀及び②のいずれにも該当するこ
とが必要となります。

(2)労働時間等の指示・管理を自ら行っていることの判断について

（ガイド４ページ）

①労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇
等に関する指示その他の管理（これらの単なる把握を
除く）を自ら行うこと

受託業務の実施日時について、
・事前に請負業者が発注者と打ち合わせている
・業務中は発注者から直接指示を受けることのないよう書面が作成され
ている
・当該書面に基づいて請負業者側の責任者を通じて具体的に指示が行わ
れている
・請負業者自らが業務時間の実績把握を行っている
と総合的に勘案して判断されること。
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労働時間等の指示・管理を自ら行っていると判断されるためには、➀及び②のいずれにも該当するこ
とが必要となります。

(2)労働時間等の指示・管理を自ら行っていることの判断について
（ガイド４ページ）

②労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に
労働させる場合における指示その他の管理（これらの
場合における労働時間等の単なる把握を除く）を自ら
行うこと

・労働者の時間外、休日労働は請負業者側の責任者が業務の
進捗状況等をみて自ら決定していること。
・業務量の増減がある場合には事前に発注者から連絡を受け
る体制としていること。
以上について行っていると総合的に勘案し判断されること。
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企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うものであると判断されるため
には、➀及び②のいずれにも該当することが必要となります。

(3)秩序の維持、確保等のための指示・管理を自ら行っていることの判断について

（ガイド４、5ページ）

①労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その
他の管理を自ら行うこと

②労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと

請負労働者に係る事業所への入退場に関する規律、服装、職場秩序の保持、
風紀維持のための規律等の決定、管理について、請負業者が自ら行うもの
であると総合的に勘案して判断されること。

請負労働者に係る勤務場所、直接指揮命令する者等の決定及び変更につい
て、当該請負業者が自ら行うものであると総合的に勘案して判断されるこ
と。
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Ⅱ自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであるか？

請負契約により請け負った業務

次の(1)から(3)までのいずれにも該当することが必
要とされています。

(1)自らの責任の下に資金を調達し、支弁を行っ
ていること

(2)民法、商法その他の法律に規定された事業主と
してのすべての責任を負うこと

(3)単なる労働力の提供になっていないこと
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Ⅱ自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであるか？

請負契約により請け負った業務

(1)自らの責任の下に資金を調達し、支弁を行っていることの
判断について （ガイド５ページ）

(2)民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべて
の責任を負うことの判断について （ガイド５、６ページ）

資金についての調達、支弁の方法は特に問わないが、事業運転資金等はす
べて自らの責任で調達し、かつ支弁していること。

請負により行う事業を実施する上で、民法、商法その他の法律に規定され
る事業主としてのすべての責任を負っていること。（契約書等に明記され
ている。）
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Ⅱ自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであるか？

請負契約により請け負った業務

(3)単に肉体的な労働力の提供になっていないことの判断につ
いて （ガイド６ページ）

単に肉体的な労働力を提供するものでないと判断されるためには、イ又はロのいずれかに
該当する必要があります。

イ 自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材（業務
上必要な簡易な工具は除く）又は材料若しくは資材により、業務を処理す
ること
機械、設備、資材等の所有関係、購入経路等の如何は問うものではないが、機械、資材等

が相手方から借り入れ又は購入されたものについては、別個の双務契約（契約当事者双方に
相互に対価的関係をなす法的義務を課する契約）による正当なものであること。

ロ 自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、
業務を処理すること。
請負業者が企業体として有する技術、技能等に基づいて業務を処理することが必要。業務

を処理する個々の労働者が有する技術、技能等に関するものではないこと。
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労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準を定める告示

Ⅲ.Ｓ61.4.17 労働省告示第37号

Ⅰ及びⅡのいずれにも該当する事業
主であっても、それが法の規定に違反
することを免れるため故意に偽装され
たものであって、その事業の真の目的
が労働者派遣法第２条第１号に規定す
る労働者派遣を業として行うことにあ
るときは、労働者派遣事業を行う事業
主であることを免れることはできない。
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（ 第１集Ｑ２：ガイドＰ７ 区分基準Ⅰ(1)）

発注者からの注文(クレーム対応)

発注者

変更指示

直接
請負労働者に
作り直しを指示

トラブル発生！請負労働者

請負業者

NG!

OK❣

発注者が請負業者に対して要求、注文を行うことは、労働者派遣には該
当しませんが、発注者が直接請負労働者に変更、再製作を指示した場合は、
直接の指揮命令に該当し、偽装請負と判断されます。

POINT!
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（ 第１集Ｑ３：ガイドＰ７ 区分基準Ⅰ(1) ）

発注者の労働者による請負業者への応援

発注者の労働者に対して請負業者から指揮命令がされると、発注者が
「派遣元」、請負業者が「派遣先」となる労働者派遣に該当します。

POINT!

指揮命令
労働者派遣

⇒派遣先

⇒派遣元

発注者の労働者

請負業者

発注者

⇒派遣労働者
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（ 第１集Ｑ３：ガイドＰ７ 区分基準Ⅰ(1) ）

発注者の労働者による請負業者への応援

請負業者が大量の注文に応じられず、契約の一部解除や変更によって、
発注者が自ら行うことは、変更等の手続が適切にされているのであれば、
特に違法ではありません。

POINT!

請負業者 発注者契約の一部解除や
変更で対応

OK❣
請負労働者 発注者の労働者
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（ 第１集Ｑ５：ガイドＰ８ 区分基準Ⅰ(1) ）

発注者の労働者と請負労働者の混在

作業が連続したり、お互いの労働者が混在していることにより、請負労働
者に対して、発注者や発注者の労働者が直接指示する恐れがあります。

発注者と請負業者の作業内容に連続性があり、区分されていないこと、混
在していることが原因で業務遂行に必然的に直接指示を行ってしまう場合
は、偽装請負と判断されます。

POINT!

発注者

NG!

請負労働者 発注者の労働者請負労働者 発注者の労働者
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（ 第１集Ｑ５：ガイドＰ８ 区分基準Ⅰ(1) ）

発注者の労働者と請負労働者の混在

「請負業者が自己の労働者の業務の遂行指示および管理を自ら行うこと。請け負っ
た業務を自己の業務として独立して処理すること。」が満たされていれば、作業ス
ペースにパーテーション等の区分がないだけでなく、発注者の労働者と混在してい
たとしても、それだけで問題となることはありません。

POINT!

発注者

請負業者

請負労働者

自ら指示、管理
相手からの独立 OK❣

発注者の労働者

13-1



（ 第１集Ｑ７：ガイドＰ９ 区分基準Ⅰ(1) ,Ⅱ(3)）

作業工程の指示

発注者が請負業務の作業工程に関して、順序・方法の指示や、請負労働者の配置、
仕事の割付を決定することは、請負業者が自ら業務遂行指示を行っておらず、偽装
請負と判断されます。
また、文書で作業方法等を詳細に示し、請負業者がそのとおりに作業を行う場合も
発注者の指示と判断されます。

POINT!

Ｂ Ａ Ｄ Ｃ

発注者請負業者

発注者が順序や方法
を指示してよい？

順序や方法を文書で
細かく示せばよい？

作業
指示書

NG!

請負労働者
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（ 第１集Ｑ４：ガイドＰ８ 区分基準Ⅰ(1) ）

管理責任者の兼任

作業遂行の指示、請負労働者の管理、発注者との交渉等に責任をもって対
応できるのであれば、管理責任者が請負労働者を兼ねていても特に問題は
ありません。(不在の時等は代理を選任)
ただし、作業の都合等により、事実上請負労働者の管理ができない場合

は、注意が必要。

POINT!

発注者請負業者

管理責任者

兼

請負労働者
OK❣
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（ 第１集Ｑ６：ガイドＰ８ 区分基準Ⅰ(1) ）

中間ラインで作業をする場合の取扱

請負業者には自ら作業速度、割付、順番、労働者数等の決定が求め
られますが、一定期間に処理すべき業務内容、量があらかじめ決
まっておらず、他の中間ラインの影響により作業時刻が決まるなど、
請負業者が自ら管理できない場合は、偽装請負と判断されます。

POINT!

前のラインが遅れた！ 納期が早まった！
NG!
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（第２集Ｑ１１：ガイドＰ１６ 区分基準Ⅰ(3) ）

請負業者の就業規則・服務規律

上記の事情により、結果的に発注者と同様の就業時間や規律となっ
たとしても、それだけで労働者派遣事業と判断されるものではあり
ません。

POINT!

発注者請負業者

請負側の業務の効率化

施設管理、安全衛生管理上必要 OK❣
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（ 第１集Ｑ９：ガイドＰ１０ 区分基準Ⅰ(3) ）

請負労働者の作業服

請負業者が自己の労働者の服務上の規律に関する指示、管理を行う
ことが求められます。発注者が直接作業服の指示を行ったり、請負
業者を通じた関与を行ったりすることは、上記のような特段の合理
的な理由がない場合、偽装請負と判断されます。

POINT!

製品製造に関する制約

企業秘密の保持

安全衛生上の必要性

請負業者
請負業者が服務上の規律に関する
指示、管理を自ら行っているか？

合理的な理由があるか？
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（ 第１集Ｑ１０：ガイドＰ１０ 区分基準Ⅰ(1) , Ⅰ(3) ）

請負業務において発注者が行う技術指導

請負業者が自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用すること、
業務を自己の業務として相手から独立して処理することが前提です。
これらの要件を逸脱して、発注者が請負労働者に対して技術指導を
行うことはできません。

POINT!

発注者
請負業者 ×
請負労働者 NG!
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（ 第１集Ｑ１０：ガイドＰ１０ 区分基準Ⅰ(1) , Ⅰ(3) ）

請負業務において発注者が行う技術指導

発注者

ア 初めて使う設備の操作

イ 新製品の仕様説明

ウ 安全衛生上必要な事項

請負業者の監督のもと
で請負労働者に説明

請負業者

請負業務内容の変更OK❣

請負労働者

請負業者の監督のもとで、初めて使う設備の操作や新製品の仕様、変更に
関し、発注者から請負労働者に説明する場合は、その行為が行われたこと
をもって偽装請負と判断されるものではありません。また、安全衛生上緊
急に対処する必要な事項に関して請負労働者に指示を行うことも、偽装請
負と判断されるものではありません。

POINT!

19-1



（ 第１集Ｑ８：ガイドＰ９ 区分基準Ⅰ(1) , Ⅰ(3) ）

発注量が変動する場合の取扱

包括的な業務請負契約の締結、発注量が毎日変更し、出来高精算す
ることだけをもって偽装請負とは判断されません。
ただし、発注者からの業務処理の独立、順序、緩急等を請負業者自
ら業務遂行方法に関する指示を行っていることが前提です。

POINT!

包括的な
請負
契約書

完成品の納品

製品の個数で支払

発注者請負業者
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（ 第１集Ｑ８：ガイドＰ９ 区分基準Ⅰ(1) , Ⅰ(3) ）

発注量が変動する場合の取扱

労働力（労働者の人数）に関して受発注や請負料金の精算をすることは、
発注者に対して単なる労働力の提供を行っているに過ぎず、偽装請負と判
断されます。

POINT!

労働力の提供

労働力単価で支払

NG!

完成した製品の量等に応じた出来高精算ではなく、
労働力を単価にして精算してよいか?

20-1



（ 第１集Ｑ１３：ガイドＰ１１ 区分基準Ⅱ(1),Ⅱ(3)）

作業場所等の使用料

自己負担での設備、資材等による業務処理にあたり、発注者
からの借り入れ、購入を行う場合は、別個の双務契約が必要
です。

POINT!

双務契約

資材等購入契約

機械賃貸借契約
発注者から借入、購入
する場合は別途双務契
約が必要

請負
契約書

自己の責任と負担で準備し、調達する機械、
設備等、又は材料、資材により業務を処理

発注者請負業者
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（ 第１集Ｑ１３：ガイドＰ１１ 区分基準Ⅱ(1),Ⅱ(3)）

作業場所等の使用料

業務処理に間接的に必要なもの(光熱費、建物賃貸借など）、
業務処理とは直接必要とされず、発注者から提供されるもの
(更衣室、ロッカー等）は、請負契約に包括的に規定されてい
れば問題ありません。

POINT!

光熱費

ロッカー使用

包括的な
請負契約書

発注者請負業者

21-1



（ 第１集Ｑ１４：ガイドＰ１２ 区分基準Ⅱ(3)）

双務契約が必要な範囲

一旦発注者から半製品を「購入」し、部品の取付・塗装・梱
包後に、発注者に完成品を「売却」するような双務契約は不
要です。

POINT!

発注者請負業者
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（ 第１集Ｑ１５：ガイドＰ１２ 区分基準Ⅱ(1)）

資材等の調達費用

資材価格が日々変動し不明確な場合で、あらかじめ契約が困
難な場合は、請負業務の対価とは別に、精算することとして
も特に問題はありません。

POINT!

請負契約

発注者
請負業者

機械、資材等の賃貸借、購入契
約(双務契約)

資材を調達した後、
請負料金を実費精算
することは可能か？原材料
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（ 第１集Ｑ１２：ガイドＰ１１ 区分基準Ⅱ(3)）

玄関、食堂等の使用

業務処理に直接必要でない施設の共同使用は問題ありません。
また、使用にあたり別途双務契約を締結する必要もありませ
ん。

POINT!

福利厚生施設

不特定多数が
使用する場所、設備

双務契約
（使用契約書）

は不要

24



～お知らせ～
厚生労働省のホームページ等に、労働者派遣事業、職業紹介事業、
適正な請負に関する情報を掲載しております。どうぞご利用くだ
さい。

労働者派遣事業、職業紹介事業等

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_ro
udou/koyou/haken-shoukai/index.html

労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準
（３７号告示）関係疑義応答集

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gigi_outou01.html

人材サービス総合サイト

https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/
労働者派遣事業者、職業紹介事業者の許可・届出番号が検索
できます。



ご清聴ありがとうございました
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＜第一部＞

労働者派遣事業と請負・業務委託の区分について



2021年4月1日

兵庫労働局 労働基準部 安全課

令和６年度 労働者派遣事業オンラインセミナー

派遣労働者、請負業者に対する安全衛生対策について



2021年4月1日

１ 兵庫県下の労働災害発生状況

２ 元方事業者が実施すべき事項

３ 派遣元・派遣先事業者の講ずべき措置

４ 労働災害防止対策について

目次
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１ 兵庫県下の労働災害発生状況

労働災害発生状況の推移

（出典）労働者死傷病報告（新型コロナり患者を除く）

死亡者数の推移 死傷者数の推移
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7 8
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12 12 11 12

8 8 8
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製造業

43%

陸上貨物運送業

9%

商

業

15%

保健衛生業

13%

清掃・と畜業

4% その他

16%
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１ 兵庫県下の労働災害発生状況

派遣労働者の労働災害発生状況

◆ 製造業における経験年数別死傷者数の割合（Ｒ５年）◆ 派遣労働者の業種別死傷者数の割合（Ｒ５年）

61%

22%

10%

15%

29%

63%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

派遣労働者 全労働者

１年未満 １年以上３年未満 ３年以上

（出典）労働者死傷病報告（新型コロナり患者を除く）



≪請負契約と派遣契約≫
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２ 元方事業者が実施すべき事項

適正な請負と派遣

労働安全衛生法 職場における労働者の安全と健康を確保することを目的としており、保護すべ

き対象は、事業者に雇用されている「労働者」と位置づけ、運用している。

※＜労働基準法第９条＞

派遣元 派遣先

派遣労働者

派遣契約

雇用契約 指揮命令

労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

下請事業者 元方事業者

下請労働者

請負契約

雇用契約・指揮命令 指揮命令

（参考）労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準（Ｓ61年労働省告示第37号）

請負契約 派遣契約

※派遣法第45条
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２ 元方事業者が実施すべき事項

元方事業者の講ずべき措置等（安衛法第29条）

安衛法第29条

元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに
基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。

元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに
基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならな
い。
前項の指示を受けた関係請負人又は関係請負人の労働者は、当該指示に従わなければならな

い。
≪関係請負人の安衛法違反により元方事業者が第29条違反を指摘された事例≫

●作業主任者未選任

／職務不履行

●フォークリフトの

作業計画未作成

●粉じん作業で

呼吸用保護具未着用

●掃除等での機械の

運転未停止
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２ 元方事業者が実施すべき事項

元方事業者の講ずべき措置等（安衛法第30条の２）

安衛法第30条の２

製造業その他政令で定める業種に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労
働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間
の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

≪作業間の連絡及び調整≫
① 各関係請負人が行う作業についての段取りの把握
② 混在作業による労働災害を防止するための段取りの調整
③ ②の調整を行った後における当該段取りの各関係請負人への指示

（参考）製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針について（Ｈ18.8.1基発第0801010号）

関係請負人Ａ
今日から３日間、
溶接作業をします。

今日から５日間、
塗装作業をします。

クレーン検査のため、
明日の午前中、工場の

電源を落としてください。

元方事業者

関係請負人Ｂ
関係請負人Ｃ

溶接と塗装を同時
に行うと危険だ。
検査中に電源が入
ると危険だ。



47

３ 派遣元・派遣先事業者の講ずべき措置

派遣労働者に関する派遣元・派遣先の責任分担区分

派遣元 派遣先

・衛生管理者の選任等（第12条）

・産業医の選任（第13条）

・衛生推進者の選任等（第12条の2）

・衛生委員会（第18条）

・安全衛生教育（雇入れ時、作業内容変更時）（第59条）

・健康診断（定期健康診断、医師の意見聴取）（第66条、第66条の
4）

・医師等による保健指導（第66条の7）

・医師による面接指導等（第66条の8,9）

・ストレスチェック（第66条の10）

・報告等（第100条）

・法令の周知（第101条）

・安全管理者の選任等（第11条）

・衛生管理者の選任等（第12条）

・産業医の選任（第13条）

・安全衛生推進者の選任等（第12条の2）

・安全委員会（第17条）

・衛生委員会（第18条）

・安全衛生教育（作業内容変更時、特別教育）（第59条）

・職長教育（第60条）

・就業制限（第61条）

・健康診断（有害な業務に係る特殊健康診断、医師の意見聴取）
（第66条、第66条の4）

・ストレスチェック（第66条の10）

・報告等（第100条）

・法令の周知（第101条）

・衛生管理者、産業医
派遣元勤務+派遣労働者50人以上

・衛生推進者
派遣元勤務+派遣労働者10人以上50人未満

・衛生委員会
派遣元勤務+派遣労働者50人以上

・安全管理者、衛生管理者、産業医
自社労働者+派遣労働者50人以上

・安全衛生推進者
自社労働者+派遣労働者10人以上50人未満

・安全委員会
自社労働者+派遣労働者50人以上

（業種により100人以上）
・衛生委員会
自社労働者+派遣労働者50人以上

◆報告等（所轄労働基準監督署長あて）

・定期健康診断、ストレスチェック：
派遣元勤務+派遣労働者50人以上

・労働者死傷病報告：
派遣労働者の災害についても報告

◆報告等（所轄労働基準監督署長あて）

・特殊健康診断：労働者数によらず報告
・ストレスチェック：自社労働者50人以上
・労働者死傷病報告：
派遣労働者の災害についても報告

主な労働安全衛生法の適用関係（派遣法第45条）

注：表中の（第〇条）は労働安全衛生法の条文です。
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３ 派遣元・派遣先事業者の講ずべき措置

派遣労働者に関する派遣元・派遣先の責任分担区分

◆労働者死傷病報告
（安衛法第100条、安衛則第97条）

◆雇入れ時・派遣先変更時の教育
（安衛法第59条、安衛則第35条）

（派遣先から業務の情報提供を受け、必要に応じ、
教育カリキュラムの作成支援を受けたうえで）
①機械等、原材料等の危険有害性、取扱い方法
②安全装置や保護具の性能や取扱い方法
③作業手順
④作業開始時の点検
⑤業務で発生するおそれのある疾病の原因・予防
⑥整理、整頓及び清潔の保持
⑦事故時等の応急措置及び退避
⑧その他

事業者は、労働者が労働災害により死亡し、又
は（４日以上）休業したときは、遅滞なく、様式
23号による報告書を管轄署長に提出しなければな
らない。
労働者が１～３日休業したときは、四半期ごと

に様式第24号による報告書を管轄署長に提出しな
ければならない。

派遣先

派遣元派遣元 派遣先

◆特別教育
（安衛法第59条、安衛則第36条）

安衛則第36条に規定する業務について、法定の
カリキュラム・時間で教育を実施

【安衛則第36条に規定する危険有害業務の例】
・研削といしの取替え、取替え時の試運転
・動力プレスの金型の交換など
・５ｔ未満のクレーンの運転
・１ｔ未満の玉掛
・産業用ロボットの教示



安全衛生
管理上の
欠陥

４ 労働災害防止対策について
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労働災害の発生の仕組み（厚生労働省方式）

不安全な状態

不安全な行動

起因物 加害物
現象

（災害）

人

物（環境を含む）
事故の型

接 触

①物自体の欠陥
②防護措置・安全装置の欠陥
③物の置き方、作業場所の欠陥
④保護具、服装等の欠陥

⑤作業環境の欠陥
⑥部外的、自然的不安全な状態
⑦作業方法の欠陥
⑧その他

⑨防護・安全装置を無効にする
⑩安全装置の不履行
⑪不安全な放置
⑫危険な状態を作る
⑬機械装置等の指定外の使用
⑭保護具、服装の欠陥

⑮運転中の機械、装置等の
掃除、修理、点検等

⑯その他危険場所への接近
⑰その他不安全な行動
⑱運転の失敗（乗物）
⑲誤った動作 ⑳その他

（物的原因）

（人的原因）

（管理責任）

（間接原因）

（直接原因）

間接原因･･･
①技術的原因 ②教育的原因
③管理的原因 ④身体的原因
⑤精神的原因 ⑥社会的原因等



４ 労働災害防止対策について（教育の手法）
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不安全な行動に至る思考パターン

■ 不安全な行動を行うための「動機」が存在する。
■ 不安全な行動を行う「機会」がある。
■ 不安全な行動を行うことが「正当化」される。

しだいにズレなど
が生じ災害発生

「なんでこんな作業方法

をしていたんだ・・・」

我流がつづく

「正当化」
思考 作業手順とばし

「動機」

得られる結果が
同じ「機会」



４ 労働災害防止対策について（教育の手法）
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ルール（マニュアル）違反の要因

４ みんなも守っていない。

５ 守らなくても注意を受けたり、罰せられたりしない。

３ ルールに納得していない。
理屈は分かっていても心から賛同しているわけではない

２ ルールを理解していない。
なぜそうしなければならないか、なぜそうしてはいけないかを分かっていない

１ ルールを知らない。
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人の行動と思考（意図的・非意図的行動）

・ 時間の遅れを取り戻すために、スピードを上げて自動車を運転する
・ 交差点で、信号が赤に変わっても車が到達するまでの間に横断する
・ 人混みの中、人にぶつかるリスクを負いながら足早に移動する
・ 警報が鳴り出した踏切を横断する etc.

例えば次のような行動を自らの意思で抑止できますか。

なぜ危険のおそれがある行動をあえて行うのか。

■ 人は自分なりの「危険のさじ加減」を持っている。
■ 危険のおそれがあっても「自分の得になる」と判断すると実行することがある。

◆ 危険か否かはリスクで判定すべき。

◆ なぜその作業手順を踏まなければならないのか理由付け教育が必要。



４ 労働災害防止対策について（兵庫リスク低減Ｍ
Ｓ運動）
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兵庫リスク低減ＭＳ運動の概要と具体的な取組

許容できない

領域

許容領域または

ALARP領域

広く受け入れ

られる領域

いかなる理由があっても

リスクは正当化されない。

リスクがこのレベルに維

持されていることを保証

し続ける必要がある。

リスクの低減が不可能か、

費用が改善効果に対して

全く吊り合っていないと

きのみ許される。

ＡＬＡＲＰの原則
（As Low As Reasonably Practicable）

リスクを“合理的に実行可能な範囲で出来るだけ低くする”こと

“労働災害は常に起こり得る状態である”ことを前提とし、事前に、職場に潜在するリスクの排除に努め、残留リスク（常に
存在しているリスクのこと。）を「許容できるリスク」まで小さくします。
そして確認された残留リスクを経営首脳者を含め、職場内で共有し、残された危険を認めるという考え方のものです。
この兵庫リスク低減ＭＳ運動の展開によって、労働災害が発生した場合であっても、以前は入院するような負傷であったも

のが、かすり傷程度の傷害で済むように働く人に対するリスクが下がる効果を期待するものです。

＜基本的な取組み＞

① 経営首脳者による「安全衛生方針表明」

② 年間安全衛生管理計画の策定

③ 安全衛生管理に「ＰＤＣＡサイクル」を導入

④ 職場の総点検を繰返し実施

⑤ リスクアセスメントを繰返し実施

⑥ 残留リスク管理の明確化
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＜第二部＞

派遣労働者、請負業者に対する安全衛生計画について
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＜第三部＞
人材開発助成金について


